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Ⅰ はじめに 

美郷町は、国の要請を受け、平成２０年度決算から決算統計等のデータを活用した「総務省

方式改訂モデル」により、財務書類（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金

収支計算書）を作成しています。 

ただし、美郷町が採用した「総務省方式改訂モデル」のほかに、｢基準モデル｣といった作成

基準があったため、比較可能性の確保などが課題として挙げられていたところです。  

 

こうした状況から、国は、国の研究会における議論を経た後、平成２６年度に「統一的な基

準」等を示し、この基準に沿った財務書類の作成について要請したところです。 

 

美郷町は、この要請を踏まえ、平成２７年度から固定資産台帳の整備に着手し、平成２７年

度決算から統一的な基準による財務書類を作成しています。 

 

Ⅱ 財務書類の作成基準 

①作成方法  

「統一的な基準による地方公会計マニュアル（平成２７年１月２３日総務省自治財政局長

通知）」に基づいて作成しています。  

 

②作成基準日  

令和６年度末日（令和７年３月３１日）を作成基準日としています。 

 

③作成範囲 

財務書類は、一般会計等、全体、連結の３つの範囲があります。それぞれの財務書類 

の対象範囲は下図のとおりです。 

【連結会計】 

 【全体会計】 ⑦大曲仙北広域市町村圏組合 

 【一般会計等】 

①一般会計 

 ⑧大仙美郷介護福祉組合 

⑨秋田県後期高齢者医療広域連合 

⑩秋田県市町村総合事務組合 

⑪秋田県市町村会館管理組合 

②国民健康保険特別会計 

③下水道事業特別会計 

④農業集落排水事業特別会計 

⑤後期高齢者医療特別会計 

⑥水道事業会計 

⑫秋田県町村電算システム共同事業組合 

⑬六郷開発株式会社 

⑭株式会社 美郷の大地 

⑮あきた美郷づくり株式会社 
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Ⅲ 財務諸表の相関図 

美郷町の財務諸表は、①貸借対照表、②行政コスト計算書、③純資産変動計算書、④資金

収支計算書の４表により構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸借対照表の純資産は、調達財源のうち、町税や国・県からの補助金等を表しています。 

 

この純資産の変動を表したものが、純資産変動計算書です。 

純資産変動計算書における純行政コストが一般財源及び補助金等の受入を超過すれば、

純資産が減少し、逆の場合は増加することになります。 

 

行政コスト計算書は、純行政コストの明細であり、１年間の経常費用（経常行政コスト）から

受益者負担である経常収益を控除し、さらに臨時的に発生する臨時損益を加減することで、 

一般財源及び補助金等の受入で負担すべき純行政コストが算出されます。 

 

資金収支計算書は、貸借対照表に計上されている現金預金が１年間でどういった要因で増

減したのかを示す明細で、本年度末現金預金残高は、貸借対照表の現金預金と一致します。 

【①貸借対照表】  【②行政コスト計算書】 

資産 

34,072,808  

 

うち現金預金 

866,811 

負債 

10,727,555 

 

 経常費用 

11,657,379 

 

臨時損失 

41,236 

経常収益 

368,984 

臨時利益 

24,765 

純資産 

23,345,253 

 

純行政コスト 

11,304,866 

 

【④資金収支計算書】 

 

【③純資産変動計算書】 

本年度資金収支額 

30,540 

 前年度末純資産残高 

23,557,333 

純行政コスト 

△11,304,866 

前年度末資金残高 

744,497 

本年度末歳計外現金残高 

91,774 

本年度純資産変動額  

△212,079 

本年度末現金預金残高 

866,811 

本年度末純資産残高 

23,345,253 

（単位：千円） 
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Ⅳ 一般会計等財務書類  

１．貸借対照表  

貸借対照表は、住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、その資産をど

のような財源（負債・純資産）で賄ってきたかを総括的に表したものです。 

表内の資産合計額（表左側）と負債・純資産合計額（表右側）が一致し、左右の均衡がとれて

いることからバランスシートとも呼ばれています。 

 

                                    （単位：千円） 

科目 金額 科目 金額 

[資産の部] [負債の部] 

固定資産 30,132,223 固定負債 9,671,927 

 有形固定資産 26,163,857  地方債 8,018,121 

 無形固定資産 0  長期未払金 0 

 投資その他の資産 3,968,366  退職手当引当金 1,653,806 

    損失補償等引当金 0 

    その他 0 

流動資産 3,940,585 流動負債 1,055,628 

 現金預金 866,811  １年以内償還予定地方債 837,891 

 未収金 18,761  未払金 0 

 短期貸付金 0  未払費用 0 

 基金 3,056,610  前受金 0 

 棚卸資産 0   前受収益 0 

 その他 0  賞与等引当金 125,963 

 徴収不能引当金 △1,597  預り金 91,774 

    その他 0 

   負 債 合 計 10,727,555 

   [純資産の部] 

    固定資産等形成分 33,188,833 

    余剰分（不足分） △9,843,580 

   純 資 産 合 計 23,345,253 

資 産 合 計 34,072,808 負債・純資産合計 34,072,808 

 

 

○令和 6 年度末時点での総資産は、340 億 7,280 万 8 千円であり、その内訳は、有形固定資

産 261 億 6,385 万 7 千円、投資その他の資産 39 億 6,836 万 6 千円、流動資産 39 億 4,058 万

5 千円となっています。 
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○総資産の 77％を占める有形固定資産は、事業用資産、インフラ資産及び物品に区分され、

その内訳は、事業用資産（庁舎、学校、こども園、町営住宅など）176 億 264 万 3 千円、インフ

ラ資産（道路や公園など）80 億 2,132 万円、物品 28 億 6,865 万 6 千円となっています。 

 

○無形固定資産は、0 千円です。 

 

○投資その他の資産は、39億6,836万6千円で、内訳は、投資及び出資金1億9,289万4千円、長

期延滞債権4,365万9千円、長期貸付金5,666万6千円、基金36億7,886万3千円などとなって

います。 

 

○長期延滞債権は、早期回収に努める、あるいは不納欠損等の検討が必要となってきます。 

 

○負債・純資産合計は、340億7,280万8千円となっており、その内訳は、負債107億2,755万5千

円、純資産233億4,525万3千円となっています。 

負債・純資産合計に対する比率は、負債31.5％、純資産68.5％となっています。 

 

○固定負債と流動負債に計上された地方債の合計額は、88億5,601万1千円となっています。 

 

○発生主義に基づいた将来の負担額である引当金として、退職手当引当金16億5,380万6千

円、賞与等引当金1億2,596万3千円の合計17億7,976万9千円が計上されています。これら

は、将来の財政逼迫要因となるため、今後、計画的に備えていくことが求められます。 

 

○純資産の部の「余剰分（不足分）」がマイナス数値、すなわち不足分となっています。 

これは、上述の退職手当引当金や地方債といった将来の財政負担に関し、現時点でその財

源となる資産（基金や積立金）が十分に確保されていないこと等を示しています。 
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２．行政コスト計算書  

行政コスト計算書は、民間企業の損益計算書に相当するものですが、単に損益を表すもの

ではなく、さまざまな行政サービスに要した費用(純行政コスト)を表したものです。 

 

             （単位：千円）  

科目 金額 

経常費用 11,657,379 

 

業務費用 6,963,524 

 人件費 2,392,953 

 物件費等 4,478,584 

 その他業務費用 91,987 

移転費用 4,693,855 

経常収益 368,984 

 
使用料及び手数料 126,673 

その他 242,311 

[純経常行政コスト] 11,288,395 

臨時損失 41,236 

臨時利益 24,765 

[純行政コスト] 11,304,866 

 

 

○令和6年度の行政コストは、業務費用69億6,352万4千円、移転費用46億9,385万5千円、経常

収益3億6,898万4千円で差引の純経常行政コスト112億8,839万5千円となっております。さら

に、臨時利益である資産売却益を加味した純行政コストは、113億486万6千円となっていま

す。 

 

○業務費用の構成比率は、人件費34.4％、物件費等64.3％、その他の業務費用1.3％となって

います。 

 

○移転費用は、経常費用に占める割合の40.3％となっています。 
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３．純資産変動計算書  

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産が１年間でどのように変動したかを表したもの

です。  

純行政コストは、現在の世代が利益を受けることで発生しているものですので、町税や国・県

補助金など現在世代の負担で賄われることになります。 

 

             （単位：千円）  

科目 金額 

前年度末純資産残高 23,557,333 

[純行政コスト] △11,304,866 

財源 10,999,721 

 
税収等 8,827,099 

国県等補助金 2,172,622 

[本年度差額] △305,145 

資産評価差額 △418 

無償所管換等 93,484 

その他  

本年度純資産変動額 △212,079 

本年度末純資産残高 23,345,254 

 

 

○令和 6 年度末における純資産は、233 億 4,525 万 4 千円となっております。 

 

○純行政コスト 113 億 486 万 6 千円に対し、財源である税収等と国県補助金等の合計は、109

億 9,972 万 1 千円となっており、3 億 514 万 5 千円の財源不足額が発生していることがわか

ります。これは、将来世代が利用可能な資源を現世代が消費していることを示しています。 
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４．資金収支計算書 

資金収支計算書は、民間企業のキャッシュフロー計算書に相当するもので、１年間の収入及

び支出の状況を「業務活動収支」、「投資活動収支」、「財務活動収支」の項目に分けて表したも

のです。 

 

             （単位：千円）  

科目 金額 

業務活動収支 930,905 

 

業務支出 10,129,604 

業務収入 10,686,677 

臨時支出 0 

臨時収入 373,832 

投資活動収支 △848,396 

 
投資活動支出 1,652,725 

投資活動収入 804,329 

財務活動収支 △51,969 

 
財務活動支出 1,573,569 

財務活動収入 1,521,600 

本年度資金収支額 30,540 

前年度末資金残高 744,497 

本年度末資金残高 775,037 

 

前年度末歳計外現金残高 80,667 

本年度歳計外現金増減額 11,107 

本年度末歳計外現金残高 91,774 

本年度末現金預金残高 866,811 

 

 

○業務活動収支額は 9 億 3,090 万 5 千円のプラス、投資活動収支額は 8 億 4,839 万 6 千円

のマイナス、財務活動収支額は 5,196 万 9 千円のマイナスとなっています。 
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Ⅴ 一般会計等財務書類を利用した財務分析 

 

１．資産形成度 

～将来世代に残る負担はどれくらいあるのか～ 

 

○住民一人当たり資産額 

説明 
貸借対照表の資産額を住民一人当たりに置き換えるといくらになるのかを

表します。 

計算式 資産合計÷人口（年度末 3 月 31 日時点 令和 6 年度末：17,312 人） 

平均的な値  － 

 

 令和 6 年度 令和 5 年度 

資産額 1,968,161 円 1,940,470 円 

 

分析 

 住民一人当たりの資産額（固定資産・流動資産）は、1,968,161 円となって

います。資産は減少したものの、人口の減少により当該指標は増加となり

ました。 

 

○歳入額対資産比率 

説明 

当年度の歳入総額に対する資産の比率を算出することにより、これまでに

形成された社会資本（道路や公共施設など）の資産が、歳入の何年分に相当

するかを表します。この比率が高ければ、社会資本の整備に重点がおかれ

てきたことを示します。 

計算式 資産合計÷歳入総額 

平均的な値 3.0～7.0 年 

 

 令和 6 年度 令和 5 年度 

比率 2.41 年 2.51 年 

 

分析 
歳入額対資産比率は、2.41 年となっています。平均的な値と比較して

も、低い水準となっています。 
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○資産老朽化比率 

説明 

有形固定資産のうち、償却資産の取得価額に対する減価償却累計額の割

合を算出することにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過して

いるのかを把握することができます。 

計算式 減価償却累計額／（有形固定資産合計－土地＋減価償却累計額） 

平均的な値 35％～50％ 

 

 令和 6 年度 令和 5 年度 

比率 79.9％ 79.3％ 

 

分析 

資産老朽化比率は、79.9％となっています。自治体の規模などにより違

いはありますが、平均的な値よりも高い水準にあり、資産の老朽化が進行

していることがわかります。 

 

 

２．世代間公平性 

～将来世代と現世代との負担の分担は適切か～ 

 

○純資産比率 

説明 

貸借対照表のうち、負債の多くを占める地方債は、将来負担しなければなら

ない借金の残高を表し、「将来の負担」となります。一方、純資産は、過去から

現在までの毎年の収支差額の累計額（＝余剰金）、すなわち、「過去から現在

までの世代が負担してきたもの」と見ることができます。 

そのため、純資産比率は、世代間の公平性を図る指標の１つとなります。一

般的に、この比率が高いほど財政状況が健全であると言えます。 

計算式 純資産 ÷ 資産 

平均的な値  60％ 

 

 令和 6 年度 令和 5 年度 

比率 68.5％ 68.8％ 

 

分析 純資産比率は、68.5％となり、前年度より減少しています。 
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○社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率） 

説明 

有形固定資産のうち、将来返済しなければならない地方債による形成割合

を算出することにより、将来世代の負担の割合を見ることができます。一般的

に、この数値が高いほど、事業用資産やインフラ資産などの社会資本に対す

る将来世代の負担が大きいことを表します。 

計算式 地方債残高÷有形・無形固定資産合計×100 

平均的な値 15％～40％ 

 

 令和 6 年度 令和 5 年度 

比率 33.8％ 33.7％ 

 

分析 
世代間負担比率は、33.8％となり、前年度より増加しています。増加した

主な要因は、有形固定資産の減少（減価償却の進行）によるものです。 

 

 

３．持続可能性（健全性） 

～財政に持続可能性があるか（どれくらい借金があるのか）～ 

 

○住民一人当たり負債額 

説明 
貸借対照表の負債額を住民一人当たりに置き換えるといくらになるのかを

表します。 

計算式 負債合計÷人口（年度末 3 月 31 日時点 令和 6 年度末：17,312 人） 

平均的な値  － 

 

 令和 6 年度 令和 5 年度 

負債額 619,660 円 605,702 円 

 

分析 

 住民一人当たりの負債額は、619,660 円となり、前年度より増加していま

す。主に負債合計の増加（退職手当引当金の増加）及び人口の減少によ

り、当該指標は増加となりました。 
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○業務・投資活動収支 

説明 

地方債等の元利償還額を除いた歳出と、地方債等発行収入を除いた歳入

のバランスを示すもので、当該バランスが均衡している場合には、持続可能な

財政運営であるといえます。 

計算式 
業務活動収支（支払利息支出を除く）及び投資活動収支（基金積立金支出

及び基金取崩収入を除く）の合算額 

平均的な値  － 

 

 令和 6 年度 令和 5 年度 

収支額 196,179 千円 81,308 千円 

 

分析 
 業務・投資活動収支は、黒字となっており、行政サービスに必要な資金を借

金なしで賄えていることがわかります。 

 

○債務償還可能年数 

説明 

自治体の抱えている地方債を経常的に確保できる資金で返済した場合に

何年で返済できるかを表す指標で、借金の多寡や債務返済能力をみることが

できます。この数値が小さければ小さいほど借金の経常的収支に対する負担

は軽く、債務償還能力が高いということになります。 

計算式 地方債残高÷業務活動収支額 

平均的な値 3 年～9 年 

 

 令和 6 年度 令和 5 年度 

年数 9.51 年 12.94 年 

 

分析 

債務償還可能年数は、9.51 年となり、前年度より短くなっています。短くなっ

た主な要因は、業務活動収支の良化（国県等補助金収入の増加）によるもの

です。 
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４．効率性 

～行政サービスは効率的に提供されているか～ 

 

○住民一人当たり行政コスト 

説明 
行政コスト計算書で算出される経常費用（行政コスト）を住民一人当たりに

置き換えるといくらになるのかを表します。 

計算式 純経常行政コスト÷人口（年度末 3 月 31 日時点 令和 6 年度末：17,312 人） 

平均的な値  － 

 

 令和 6 年度 令和 5 年度 

コスト 652,056 円 636,093 円 

 

分析 
 住民一人当たりの行政コストは、652,056 円となり、前年度より増加していま

す。 

 

 

５．弾力性 

～資産形成を行う余裕はどのくらいあるか～ 

 

○行政コスト対税収等比率 

説明 

税収等の一般財源等に対する行政コストの比率を算出することによって、

当該年度の税収等のうち、どれだけが資産形成を伴わない行政コストに費消

されたのかを把握することができます。 

この比率が 100％に近づくほど資産形成の余裕度が低いと言え、さらに

100％を上回ると、過去から蓄積した資産が取り崩されたことを表します。 

計算式 純経常行政コスト÷財源（税収等＋国県等補助金）×100 

平均的な値 90％～110％ 

 

 令和 6 年度 令和 5 年度 

比率 102.6％ 104.2％ 

 

分析 
 行政コスト対税収等比率は、102.6％となり、前年度より減少しています。減

少した主な要因は、国県等補助金収入の増加によるものです 
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６．自律性 

～歳入はどれくらい税金等でまかなわれているか～ 

 

○受益者負担比率 

説明 

行政コスト計算書における経常収益は、いわゆる使用料や手数料といった

受益者の負担金額であるため、経常収益の行政コストに対する割合を算出す

ることにより、行政サービスを利用する人が負担している割合がわかります。 

計算式 経常収益÷経常費用（経常行政コスト）×100 

平均的な値 2％～8％ 

 

 令和 6 年度 令和 5 年度 

比率 3.2％ 3.4％ 

 

分析 
 受益者負担比率は、3.2％となり、前年度より減少しています。減少した主

な要因は、経常費用の増加（人件費の増加）によるものです。 
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Ⅵ 用語解説 

 

《貸借対照表》 

[資産の主なもの] 

◇固定資産 

・有形固定資産：庁舎・学校等の事業用資

産、道路・橋梁等のインフラ資産など 

・投資その他の資産：財政調整基金以外の

基金、出資金、長期延滞債権など 

◇流動資産 

・未収金：回収期限が到来して１年を経過し

ていない税や使用料などの債権 

・基金：財政調整基金 

・徴収不能引当金：債権のうち未回収見込額 

[負債の主なもの] 

◇固定負債 

・地方債：償還期限が１年超の町債 

・退職手当引当金：全職員が自己都合で退

職したと仮定して算出した退職金の総額 

◇流動負債 

・１年以内に返済や支払いを要するものや既

に支払義務が確定しているものなど 

[純資産] 

・資産から負債を差し引いた額で、内訳は純

資産変動計算書で表示 

 

《行政コスト計算書》 

・人件費：職員給与や議員報酬、退職給付費用など 

・物件費：備品や消耗品、委託料、使用料、施設維持修繕経費、事業用資産の減価償却費など 

・移転費用：町民への補助金や児童福祉、医療費給付に係る社会保障費など 

・使用料及び手数料：公共施設の使用料や証明書の発行手数料など 

・臨時損失：災害復旧事業費、資産の除売却損など臨時に発生するもの 

・臨時利益：資産の売却益など臨時に発生するもの 

 

《資金収支計算書》 

◇業務活動収支：行政サービスを行う中で生じる収入と支出 

・業務支出：人件費、物件費、補助費、扶助費など 

・業務収入：町税、使用料・手数料など 

◇投資活動収支：資産の形成に関係する収入と支出 

・投資活動支出：公共施設の整備や貸付金など 

・投資活動収入：土地等の固定資産の売却収入や施設建設の財源である補助金など 

◇財務活動収支：資金の調達や運用に関係する収入と支出 

・財務活動支出：町債の償還や基金積立金など 

・財務活動収入：町債の借入や基金繰入金など 
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Ⅶ 注記 

１ 重要な会計方針 

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

開始時における有形固定資産等の評価は原則として取得原価とし、取得原価が不明なものは原

則として再調達原価としております。 

また開始後については、原則として取得原価とし再調達は行わないこととしております。 

 

（２）有価証券等の評価基準及び評価方法 

ア．市場価格のある有価証券等 

会計年度末における市場価格をもって貸借対照表価額としております。 

イ．市場価格がない有価証券等 

出資金額をもって貸借対照表価額としております。 

ただし、市場価格のないものについて、出資先の財政状態の悪化により出資金の価値が著しく低

下した場合には、相当の減額を行うこととしております。 

なお、出資金の価値の低下割合が３０％以上である場合には、「著しく低下したとき」に該当する

ものとしております。 

 

（３）有形固定資産等の減価償却の方法 

定額法により算定しております。 

 

（４）引当金の計上基準及び算定方法 

ア．徴収不能引当金 

同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の徴収不能実績率（過去５年間の不

納欠損決定額／過去５年間の不納欠損決定前年度末債権残高）を乗じた額を計上しておりま

す。 

イ．賞与等引当金 

翌年度６月支給予定の期末・勤勉手当のうち、全支給対象期間（１２月～５月）に対する当年度の

支給対象期間（１２月～３月）の割合（４／６）を計上しております。 

ウ．退職手当引当金 

地方公共団体財政健全化法における退職手当支給額に係る負担見込額算定方法に従っており

ます。 

 

（５）リース取引の処理方法 

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行ってお

ります。 

 

（６）資金収支計算書における資金の範囲 

地方自治法第２３５条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金としています。 
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（７）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

１．消費税及び地方消費税の会計処理 

税込方式によっています。 

２ 重要な後発事象 

  該当ありません。 

３ 偶発債務 

  該当ありません。 

４ 追加情報 

（１）対象範囲（対象とする会計名） 

一般会計 

（２）一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異 

差異はありません。 

（３）出納整理期間 

地方自治法第２３５条の５の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度に係る出

納整理期間（令和７年４月１日～５月３１日）における現金の受払い等を終了した後の計数をもっ

て会計年度末の計数としています。 

（４）各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があ

ります。 

（５）地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ － △2.4％ － 

（６）売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲 

売却可能資産の範囲は、翌年度予算において、財産収入として措置されている公共資産として

います。 

（７）純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

貸借対照表の純資産における固定資産等形成分とは、資産形成のために充当した資源の蓄積

をいい、固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金を加えた額を計上しています。

また、余剰分（不足分）とは、費消可能な資源の蓄積（原則として金銭）をいい、流動資産（短期貸

付金及び基金を除く）から負債を控除した額を計上しています。 

（８）一時借入金の状況 

一時借入金の借り入れはありません。 

 


